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規
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こ

こ

に

公

布

す
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奈

良

県
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護

師
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貸
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例
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規

則

の

一

部
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改

正

す
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規

則 

奈

良

県

看

護

師
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修
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資
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施

行

規

則

0

昭

和

三
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月
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号

5

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

  

第

二

条

第

四

号

中

;

第

六

条

の

二

の

二

第

三

項

=

を

;

第

七

条

第

二

項

=

に

改

め

?

同

条

中

第

六

号

を

削

り

?

第

五

号

を

第

六

号

と

し

?

第

四

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

  

五 

児

童

福

祉

法

第

十

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

こ

ど

も

家

庭

セ

ン

タ

U 

第

四

条

第

一

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

  

一 

こ

ど

も

家

庭

セ

ン

タ

U

に

お

け

る

看

護

師

等

の

業

務

の

う

ち

母

子

保

健

法

0

昭

和

四

十

年

法

律

第

百

四

十

一

号

5

第

二

十

二

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

業

に

係

る

助

産

師

の

業

務

以

外

の

業

務 

附 

則 

こ

の

規

則

は

?

令

和

六

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る
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